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「財産管理・後見・民事信託制度の比較」

公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート

司法書士 矢嶋 真理

矢嶋司法書士事務所 1

成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が十分でない方
（以下「本人」とする。）について、本人の財産や権利を守る人を選ぶことで、本人を法律的に支
援する制度。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がある。
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成年後見制度
成年後見が必要となったきっかけ

（１）預貯金の管理・解約 （３５．７％）

（２）身上保護 （２６．４％）

（３）介護保険契約 （１３．６％）

（４）不動産の処分 （１１．６％）

（５）相続手続 （８．３％）

※ 最高裁判所事務総局家庭局 令和３年成年後見関係事件の概況より

矢嶋司法書士事務所 3

成年後見制度
成年後見制度の利用者数（令和３年１２月末日時点）

○ 成年後見制度（成年後見・保佐・ 補助・任意後見）の利用者数は合計で２３９，９３３人

（前年は２３２，２８７人）であり、対前年比約３．３％の増加となっている。

○ 成年後見の利用者数は１７７，２４４人（前年は１７４，６８０人）であり、対前年比約１．５％

の増加となっている。

○ 保佐の利用者数は４６，２００人（前年は４２，５６９人）であり、対前年比約８．５％の増加

となっている。

○ 補助の利用者数は１３，８２６人（前年は１２，３８３人）であり、対前年比約１１．７％の増加

となっている。

○ 任意後見の利用者数は２，６６３人（前年は２，６５５人）であり、対前年比約０．３％の増加

となっている。

※ 最高裁判所事務総局家庭局 令和３年成年後見関係事件の概況より
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法定後見制度
〇法定後見には「補助」「保佐」「後見」の３類型がある

いずれの類型に該当するかどうかは、主治医の医学的な判断を参考にするなどし、最終

的には家庭裁判所が決定する。鑑定が行われることもある。

〇法定後見を利用するには家庭裁判所へ申立をする

申立後は原則取下できない

〇家庭裁判所が後見人等を選任する

親族等を後見人候補者として申立することはできるが、必ずしも選ばれるとは限らない

矢嶋司法書士事務所 5

法定後見制度
〇後見人等の内訳

親族 ２０００年 ９１％ → ２０２１年 ２０％

専門職 ２０００年 ８％ → ２０２１年 ６９％

本人のことをよくわかっている親族が選ばれることが望ましいとは思うが、専門職が

約７割を占めている

親族が選任されない理由はさまざまあるが、理由のひとつには使い込みを防止するため

矢嶋司法書士事務所 6
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法定後見制度
〇専門家が後見人になるメリット

（１）専門的な知識によって本人を手厚くサポートすることができる

（２）使い込み等のリスクが低い

〇専門家が後見人になるデメリット

（１）報酬が発生する

（２）身上保護が不十分となる可能性がある

矢嶋司法書士事務所 7

任意後見制度（将来型）
本人が十分な判断能力を有する時にあらかじめ、任意後見人となる方やその方に委任したい
事務を公正証書による契約で定めておく制度

任意後見契約は、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任された時から効力が
発生する

効力発生後、任意後見監督人は、契約で委任された事務を本人に代わって行う

任意後見契約
の締結

家庭裁判所へ申立
任意後見監督人選任

判断能力あり 判断能力低下

ここから
スタート

矢嶋司法書士事務所 8
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任意後見（即効型）
判断能力の低下が軽度であり、公証人によって「契約の能力がある」と判断されれば締結が

可能。この場合、契約後すぐに家庭裁判所に申立をしてスタートすることになる。

判断能力低下（軽度）判断能力あり

任意後見契約の締結
家庭裁判所へ申立

すぐに
スタート

公証人に断られる場合もあり
後から任意後見契約が無効となる可能性がある

矢嶋司法書士事務所 9

任意後見契約（移行型）
任意後見は判断能力が低下してからでないと利用できないため、まだ判断能力は低下しては
いないものの、足腰が弱って銀行に足を運ぶのも大変だったり、寝たきりではあるが判断能力
はあるといった人は利用できない。

任意後見契約と同時に、生活支援や療養看護（見守り契約）、財産管理など（財産管理契約）
に関する委任契約を締結しておけば、委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人
の判断能力低下後に任意後見に移行することができる。

判断能力あり 身体機能の低下 判断能力の低下

見守り契約
財産管理契約
任意後見契約

財産管理
等契約
スタート

任意後見
契約
スタート

見守り
契約
スタート

矢嶋司法書士事務所 10
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財産管理契約
財産管理契約とは、身体の不調等により外出等が困難となったときに、一定の法律行為（財産
管理）を受任者に委任する契約で、「任意代理契約」ともよばれている。

財産管理契約では、財産管理のみならず生活上の事務についても契約対象とすることがある
ので、「等」を付けて、「財産管理等契約」とよぶこともある。

委任事項の例として…

●金融機関との預貯金取引

●不動産の管理、処分手続き

●定期的な費用の支払等

●介護施設への入所手続き

●介護サービス等の契約手続き

矢嶋司法書士事務所 11

財産管理契約

〇 財産管理契約のメリット

本人と代理人の当事者間で、自由に内容を決めることができ、いつからでも契約を開始

することができる。

〇 財産管理契約のデメリット

公的な手続きではないため、社会的信用が低い

財産の使いこみをチェックする人がいない

金融機関によっては対応してもらえない可能性がある

任意後見に移行しない場合がある

矢嶋司法書士事務所 12
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見守り契約
任意後見が始まるまでの間に、任意後見人予定者が定期的に本人と電話連絡を取り、また、
本人の自宅を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認することによっ
て、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約。

任意後見契約を締結していても、本人とご家族などが同居していれば良いが、ひとり暮らしをし
ている方、近くに親族がいない方などは、ご本人の判断能力が低下したことを誰も確認するこ
とができない。

本人が判断能力の低下を自覚し、任意後見人予定者に連絡をすることも可能だが、実際には、
判断能力の低下に気づかないことが多い。

ご本人のライフスタイルによっては、せっかく任意後見契約という準備をしたにもかかわらず、
その準備が意味をなさない状況に陥ってしまう可能性を防止するための契約。

矢嶋司法書士事務所 13

成年後見制度のデメリット

・ 専門家が後見人等になると報酬が発生する

・ 任意後見制度の場合は任意後見監督人が必要になり報酬が発生する

・ 裁判所への定期報告が必要

・ 本人財産を保護することを前提にしているため、本人のためであっても自由に財産が使え

ない場合がある

・ 途中でやめることができない

矢嶋司法書士事務所 14
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民事信託とは
民事信託とは「信じて託す」と書くように

・ 「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って大切な人や自分のために運
用・管理してもらう」制度。

・ 信託法（大正１１年制定）が平成１８年に改正され、「受託者」は営利を目的としなければ誰でも（個人、
法人）なれるようになった。

・ 信託というと「投資信託」や「遺言信託」を浮かべるが、民事信託のうち 銀行等が受託者となり報酬をも
らって営利を目的として行う信託は「商事信託」と呼ばれ、家族を受託者にする信託を「家族信託」と呼ん
でいる。

・ 成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができるということで注目が高まった。

（信託登記件数は2016年には4,520件であったが、2022年においては約20,000件近くまで上ると予測される。）

矢嶋司法書士事務所 15

民事信託とは

信託を構成するのは「委託者」「受託者」「受益
者」の三者

委託者：財産を預ける人
受託者：財産を預かり管理・運用する人
受益者：財産から生じる利益を受ける人

信託のしくみ

矢嶋司法書士事務所 16
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民事信託とは

委託者と受託者の間で信託契約を締結する

民事信託では委託者が受託者との間で何のため
に信託を利用するのか目的をはっきりさせ、委託者
のどの財産を信託したいのか、受託者にどのような
権限を与えたいのか、預けたい期間はいつまでと
するかなど自由に決めることができる

不動産の場合、受託者名義に所有権移転する

金銭の場合、信託口座を開設し資金を移動さ
せる

矢嶋司法書士事務所 17

民事信託とは

財産管理契約 任意後見契約 遺言

民 事 信 託

民事信託では財産管理契約、任意後見契約、遺言の代用をすることができる

現在 判断能能力低下 相続発生

・元気なうちから本人に代わり財産の管理、処分を託す（財産管理契約の代用）
・本人の判断能力低下後における財産の管理、処分を託す（任意後見契約の代用）
・本人死亡後の資産の承継先を自由に指定できる（遺言の代用）

矢嶋司法書士事務所 18
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民事信託とは
〇 民事信託のメリット

１．財産管理が委託者の判断能力に影響されない

２．財産管理が柔軟にできる

３．遺言の機能をもたせることができる

〇 民事信託のデメリット

１．信頼できる家族がいないとすることができない

２．信託できる財産に制限がある

３．身上保護など財産管理以外の権限がない

４．受託者が権利濫用する可能性がある

５．税務申告が複雑な場合がある

６．精通している専門家が少なく、事例も少ない

矢嶋司法書士事務所 19
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